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① 運営指導での指摘事項はどのようなものがあるか？

令和７年度に行った運営指導での指摘のあった事項のうち、主なものを下表

に示しました。

運営指導時の状況 指導内容

　重要事項説明書の内容について、以
下のとおり不十分な箇所がある。

　利用者に対する説明責任として、重要事
項説明書について以下のとおり不十分な箇
所を訂正すること。

①従業員の職種や員数、職務内容につ
いて項目はあるが、医師に関しての記
載がない。
　また、勤務体制（常勤・非常勤の
別）についての記載がない。

①サービス提供に従事する職種について、
全て記載すること。
　また、勤務体制（常勤・非常勤の別）を
記載すること。

②通常の事業の実施地域が実態に即し
た記載となっていない。

②通常の事業の実施地域について、実態に
即した記載とすること。

【
重
要
事
項
説
明
書
】

【
運
営
】

【具体的取扱方針】
・緊急やむを得ない場合に身体的拘束
その他利用者の行動を制限する行為
（以下｢身体的拘束等｣という。）を行
う場合に記録するべき様式は定めてい
たが、緊急やむを得ない理由を記載す
る欄が設けられていない。
　なお、聴取によると、これまで身体
的拘束等を行うような事例はなかっ
た。

・身体的拘束については、当該利用者の状
況から切迫性、一時性、非代替性（緊急や
むを得ず身体的拘束を行う場合の三要件）
を検討した結果、当該利用者又は他の利用
者等の生命または身体を保護するために緊
急やむを得ず実施するものであることを踏
まえ、以下のとおり不十分な点を改善する
こと。

　緊急やむを得ず身体的拘束等を実施する
場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由
を記録しなければならない。
　また、「緊急やむを得ない場合」に該当
するか否かについては、身体的拘束等の実
施中は常に観察及び再検討を行い、要件に
該当しなくなった場合は直ちに解除しなけ
ればならない。
　よって、経過観察の記録等においては、
身体的拘束等を実施する都度、その態様及
び時間、その際の利用者の心身の状況だけ
でなく、緊急やむを得ない理由について
も、可能な限り詳細に記録できるよう様式
を定めること。



令和7年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》４

（通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション）

2

運営指導時の状況 指導内容

【勤務体制の確保等】
①勤務表について、全職員の職種・勤
務形態の記載がない。
　また、病院のみなし指定としてサー
ビス提供を行っているため、医師の配
置がサービス提供時間帯を通じて必要
であるが、勤務表上でサービス提供時
間帯を通じて配置されていることが確
認できない。

①勤務状況の明確化と人員管理の適正化の
観点から、以下のとおり不十分な箇所を訂
正すること。

１．勤務表について、職種・勤務形態及び
勤務時間を追記すること。
　また、医師についても勤務表に記載する
こと。

②一部従業員について、雇用関係が確
認できない事例がある。

②法令に則り、適切な労務管理を行うこ
と。

【通所リハビリテーション計画の作
成、指定介護予防通所リハビリテー
ションの具体的取扱方針】
・計画期間を終了した利用者につい
て、サービスの実施状況の記録や評価
を行い、利用者又は家族に説明してい
るとのことであったが、利用者又は家
族に説明したことが書面にて確認でき
なかった。
　聴取によると、リハビリテーション
会議等で伝達しているとのことであっ
た。

・実施状況の記録や評価について、利用者
又は家族に説明を行ったことが書面にて確
認できるよう、様式を調製すること。

【
運
営
】
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運営指導時の状況 指導内容

【衛生管理等】
・感染症の予防及びまん延防止のため
の対策を検討する委員会（以下｢感染対
策委員会｣という。）について、当該事
業所の委員会としての構成メンバーの
役割や責務について明確化されていな
い。

・感染対策委員会について、事業所の構成
メンバーの役割や責務について、書面上で
明確に定めること。

【虐待の防止】
・虐待の防止のための対策を検討する
委員会（以下「虐待防止検討委員会」
という。）は定期的に開催されている
が、検討内容について不備がある。

・虐待防止検討委員会では、具体的に以下
のような事項について検討すること。
(1)虐待防止検討委員会その他事業所内の組
織に関すること
(2)虐待の防止のための指針の整備に関する
こと
(3)虐待の防止のための職員研修の内容に関
すること
(4)虐待等について、従業者が相談・報告で
きる体制整備に関すること
(5)従業者が高齢者虐待を把握した場合に、
市町村への通報が迅速かつ適切に行われる
ための方法に関すること
(6)虐待等が発生した場合、その発生原因等
の分析から得られる再発の確実な防止策に
関すること
(7)前号の再発防止策を講じた際に、その効
果についての評価に関すること

【サービス提供体制強化加算Ⅲ】
・サービスを利用者に直接提供する職
員の総数のうち、勤続年数７年以上の
者の占める割合の算出を行っているこ
とが書面上で確認できなかった。
　聴取によると、職員全員の勤続年数
が長く、割合が変わることは無いとの
こと。

・当該加算の算定に当たっては、所定の割
合を算出することで、年度ごとに貴事業所
が加算の算定要件を満たすことを確認し、
その根拠資料を保管しておくこと。
　また、算出結果について任意の様式で提
出すること。

【基本報酬(予防)】
※介護予防通所リハビリテーションの
み
・運動器機能向上サービスについて、
計画の作成及びモニタリング等の実施
がなかった。

・令和６年度介護報酬改定において、これ
まで加算として算定していた運動器機能向
上加算が基本報酬へ包括化されたため、基
準を確認し全ての要件を満たした上で、適
切なサービス提供を実施すること。

【
運
営
】

【
報
酬
】
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② 勤務形態一覧表作成に係る留意点について

勤務形態一覧表の記載例を以下に示します。

【作成時に誤りが多い点】

・みなし指定の事業所では、病院（診療所、老健、介護医療院）勤務時間と合算した勤

務時間で常勤・非常勤の別を判断します。ただし、勤務時間数及び常勤換算数について

は、サービス提供に従事した時間（病院等の勤務時間を除く）を記載します。

（例）常勤職員の勤務時間が就業規則等で週４０時間とされている場合

・病院の勤務時間：１日４時間、週当たり２０時間

・（介護予防）通所リハビリテーションの勤務時間：１日４時間、週当たり２０時間

⇒勤務時間を合算すると、「１日８時間、週４０時間」であるため「常勤」となる。よ

って、勤務形態は、常勤で兼務の「B」となる。

⇒ただし、勤務時間数は（介護予防）通所リハビリテーションに係る時間のみを記載す

るので、１日あたり４時間の勤務として考え、常勤換算数は「０．５」となる。

（別紙４ー２） （介護予防）通所リハビリテーション事業所

〇〇リハビリテーション

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（令和○年○月分） 2 単位目

勤務 第　１　週 … 第　４　週 常勤換

職　種 氏　名 1 2 3 4 5 6 … 23 24 25 26 27 28 ４　週　の 週平均の 算後の 備考
形態 日 月 火 水 木 金 … 月 火 火 水 木 金 合計時間数 勤務時間数 人　数

医師 Ｂ 下関　一郎 ① ① ① ① ① … ① ① ① ① ① 160 40 1
〇〇病院院長

兼務

理学療法士 Ｂ 岩国　春子 ① ① ① ① ① … ① ① 64 16 0.4 〇〇病院兼務

作業療法士 Ａ 柳井　夏子 ① 研① ① … ① ① ① 152 38 1

言語聴覚士 Ｃ 山口　雪 ① ① … ① ① 64 16 0.4

計(理学/作業
/言語)

280 70 1.7

看護職員 Ｃ 周南　秋子 ② ② ② … ② ② ② 36 9 0.2

看護職員 Ｄ 防府　冬子 ② ② … ② ② 24 6 0.1

介護職員 Ａ 長門　太郎 ① ① ① ① ① … ① ① ① ① ① 160 40 1

介護職員 Ｃ 下松　花子 ① … ① 32 8 0.2

　　月～土（祝日を除く）

　９時００分から１６時００分まで 運営規程の内容と一致していること

１０名

勤務形態の区分　　Ａ：常勤で専従　　Ｂ：常勤で兼務　　Ｃ非常勤で専従　　Ｄ：非常勤で兼務

　勤務時間の区分　①８：３０～１７：３０　②９：００～１２：００　　　　　　休日：空欄　　

事業所・施設名

単　　位

施設等の区分(該当に○) 病院　　診療所　　老健

勤務時間数

営業日

サービス提供時間

定員 研：研修日

みなし指定では病院
（診療所、老健、介護　　
医療院）勤務時間と合
算した勤務時間数で
常勤・非常勤の判断
をすること。なお、勤
務時間数及び常勤換
算数については、サー
ビス提供に従事した
時間で記載すること。

人員基準上で求められている従業者は全員記載するこ
と。

「Ａ～Ｄ」、「①・②」につ
いても、それらが示す勤
務形態及び勤務時間等
を明記すること。

勤務時間数、休憩
時間の取得等に
ついては労働関係
法規を遵守するこ
と。

管理者が他の事業所の管
理者を兼務する場合は、
その事業所名も記載する
こと。

勤務時間により配置人数が異なる職種があるた
め、外部研修等で事業所内でのサービス提供に
従事しない時間を明確にし、その時間は勤務時
間から除外すること。ただし常勤従業者の場合、
常勤換算数は１ となる。

人員基準で常勤換算が必要
な職種は、小数点第２位切り
捨てで算出すること。

勤務表中において用いる
記号等は、それが何を表す
のか、事業所の従業者の
誰が見ても分かるよう明記
しておくこと。

注）実績が、勤務予定どおりの人員配置
であったかどうかにかかわらず、各サー
ビス提供日において、どの職種をどの従
業者が担当したか、また勤務した時間を
業務日誌等に記録しておくこと。

複数単位ある場合は単位ごとに作成のこと。
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③ 通所・訪問リハビリテーション計画の作成等にあたって留意す

べきことは？

現在、下関市において、通所・訪問リハビリテーション計画書に記載が必要

な内容は、次のとおりです。厚生労働省から発出されている様式を使用してい

る事業所については、以下の項目に記載漏れがないよう注意してください。事

業所の独自の様式を使用している事業所については、必要な項目があるか、再

度、計画書の点検をお願いいたします。

・当該計画の作成者の氏名

・利用者の基本情報(氏名等)
・当該計画の目標

・具体的なサービス内容

・提供するサービスの曜日

・サービスの利用時間(通所リハビリテーションについて送迎時間は除く)
・当該計画の期間

・利用者に対し、当該計画について「説明」し、「同意」を得て、「交付」を行

ったことが確認できる文言

・当該計画の説明者の氏名

・当該計画の説明・同意日

・利用者の署名欄

・代筆者の続柄欄（※代筆者欄を設ける場合のみ）

・当該計画への評価

・評価の説明者の氏名と説明日

・当該評価の説明を受けた人の氏名
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【運営指導で見受けられる事例】

以下では、運営指導で多く見受けられる事例についてご紹介します。

事業所において、計画書を作成する際等にご参考ください。

①計画書の署名日がサービス提供日を過ぎている

サービス提供は計画書に沿って行われるものである為、計画の説明・同意な

しにサービス提供を行うことは想定されません。利用者に対して説明し、口頭

で同意を得た上で、署名日がやむを得ず遅れてしまったという事例が多いです

が、そのような場合は口頭で同意を得た日について記録するようにしてくださ

い。

②評価について、利用者または家族に説明をしていない

評価については、実施した後、利用者等に説明を忘れずにお願いします。

なお、評価の説明をしたことについて、利用者等からの署名までは求めてい

ませんが、評価者・評価内容・評価日・説明日・説明者・説明を受けた方が書

面にて分かる形で記録を残すようにしてください。

③医師等の従業者（注１）で共同して計画を作成したことが書面上で確認でき

ない

基準上、計画については医師等の従業者で共同して作成するものになってい

ます。運営指導時、共同して作成をしているが、計画書等には、計画書に記入

を行う担当者の氏名しか記載していないという事例が多く見受けられるため、

共同して計画書を作成した場合には、それが分かるよう書面上で明記するよう

お願いいたします。

※（介護予防）通所リハビリテーションのみ該当

（注１）医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーシ

ョンの提供に当たる通所リハビリテーション従業者
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④ 介護保険のリハビリテーションの併用について

１．医療保険における疾患別リハビリテーションと介護保険のリハビリテーシ

ョンの併用は可能か？

同一の疾患について「医療保険における疾患別リハビリテーション（注１）」か

ら「介護保険におけるリハビリテーション（注２）」に移行した場合、「介護保険に

おけるリハビリテーション」の利用開始日を含む月の翌月以降は、「医療保険に

おける疾患別リハビリテーション」を算定することは出来ません。

ただし、「医療保険における疾患別リハビリテーション」とは別の施設で「介

護保険におけるリハビリテーション」を提供することになった場合は、円滑な

移行のため、「介護保険におけるリハビリテーション」の利用開始日を含む月の

翌々月まで、併用が可能です。なお、併用する場合には、診療録及び診療報酬

明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載するこ

とにより、同一の疾患等について「介護保険におけるリハビリテーション」を

行った日以外の日に「医療保険における疾患別リハビリテーション」を算定す

ることが可能となります。

近年における変更点として、要介護者被保険者等である患者に対する入院外

の維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料（注３）は、平成３１年４月１日

以降は算定ができなくなりました。これにより、疾患の一部について、上記の

併用が想定されなくなりましたので、ご留意ください。なお、診療報酬に係る

詳細については、所定の機関にお問い合わせください。

（注１）心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用

症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテー

ション料

（注２）（介護予防）訪問リハビリテーション及び（介護予防）通所リハビリテーション

（注３）脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器

リハビリテーション料に係る診療報酬

２．医療保険における重度認知症患者デイ・ケアと介護保険における通所リハ

ビリテーションの併用は可能か？

「医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等（注１）」を算定している患

者に対しては、「介護保険における通所リハビリテーション」を算定することは
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出来ません。

ただし、特定施設（注２）の入居者及びグループホーム（注３）の入居者以外の要介

護者に対しては、「介護保険における通所リハビリテーション」を行った日以外

の日に限り、「医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等」を算定するこ

とが出来ます。

なお、グループホームの入居者については、日常生活自立度判定基準がラン

クMに該当する認知症の高齢者以外に対しては、「医療保険の重度認知症デイ・
ケア料」は算定できません。

（注１）重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神

科サイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア

（注２）指定特定施設、指定地域密着型特定施設又は指定介護予防特定施設

（注３）認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入

居施設

【参考】医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等

について（一部抜粋） （平成１８年４月２８日 老老発第０４２８００１号・保医発第０４２８００１号）

（最終改正令和６年３月２７日）

第４ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項

１０ リハビリテーションに関する留意事項について

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険に

おける心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテ

ーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料（以下「医療保険における疾

患別リハビリテーション料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保険における疾患別

リハビリテーション」という。）を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リ

ハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーション（以下

「介護保険におけるリハビリテーション」という。）の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリ

テーションに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション

料を算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は

算定できない。

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険における

リハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテー

ションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、介護保

険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能であること。併用する場

合には、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載する

ことにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険

における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。ただし、当該利用開始日の翌月及び

翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は１月７単位までとする。

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから３月以内に、当該支援によって紹介された事業所におい

て介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で同一の疾患等について医療保険におけるリハビ

リテーションを行った日以外に１月に５日を越えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションを行っ

た場合は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載す

る必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへ

移行したものとはみなさない。
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３．通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションの併用について

（介護予防）訪問リハビリテーションは、「通院が困難な利用者」に対して給

付することとされていますが、指定（介護予防）通所リハビリテーションのみ

では、家屋内における ADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた
指定（介護予防）訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結

果、必要と判断された場合は（介護予防）訪問リハビリテーション費を算定で

きます。

したがって、訪問リハビリテーションを併用する際は、定期的なアセスメン

トを行い、家庭内での ADLが改善される等すれば、それに併せて訪問リハビリ
テーションの回数を減らしていき、最終的には通所リハビリテーションに移行

することが望ましいです。

なお、最近ではリハビリ同士の併用のみならず、通所介護等他サービスとリ

ハビリの併用のご質問も多数いただいております。リハビリ同士の併用以外で

も併用が可能なのか疑問に感じた際には担当へご連絡ください。

１１ 重度認知症患者デイ・ケア料等に関する留意事項について

（１）医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科

ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア（以下「重度認知症患者デイ・ケア料等」という。）を算定し

ている患者に対しては、当該重度認知症患者デイ・ケア料等を、同一の環境において反復継続して行うこ

とが望ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デイ・ケア料等を行

っている期間内においては、介護保険における認知症対応型通所介護費及び通所リハビリテーション費を

算定できないものであること。

ただし、要介護被保険者等である患者であって、特定施設（指定特定施設、指定地域密着型特定施設又

は指定介護予防特定施設に限る。）の入居者及びグループホーム（認知症対応型共同生活介護又は介護予

防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設）の入居者以外のものに対して行う重度認知症患者デ

イ・ケア等については、介護保険における指定認知症対応型通所介護又は通所リハビリテーションを行っ

た日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア料等を算定できるものであること。

（２）グループホーム（認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居

施設）の入居者については、医療保険の重度認知症患者デイ・ケア料は算定できないものであること。た

だし、認知症である老人であって日常生活自立度判定基準がランクＭに該当するものについては、この限

りではないこと。
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⑤ サービス提供体制強化加算について

サービス提供体制強化加算について、新規に算定及び継続して算定する事業

所におかれましては、加算算定開始時及び毎年度末、勤務時間数等の算定要件

を満たしているかの確認をお願いしているところですが、毎年、多くのご質問

をいただいておりますので、算定要件確認時の留意事項について、掲載いたし

ます。

加算算定予定及び継続算定予定の事業所におかれましては、以下の留意事項

と併せて今一度、事業所で算定している加算区分における算定要件の確認をお

願いいたします。

１．算定要件を満たしているか確認する際の留意事項

今回は、厚生労働省の様式を参考に留意事項をお伝えします。

独自様式での確認でも差し支えありません。

【介護職員に占める介護福祉士の割合で算定要件を満たす場合】

非常勤職員について、勤務延時間数を計

算し、対象従業員全員の時間を合算し記

入。

なお、介護職員と他職種を兼務している

従業員については、介護職員として勤務

した時間のみを計上すること。

②に該当しない常勤従業員につい

て、勤務延時間数を計算し、対象従

業員全員の時間を合算し記入。

なお、介護職員と他職種を兼務して

いる従業員については、介護職員と

して勤務した時間のみを計上する

こと。

①で記載した、常勤職員が勤務すべき

一月当たりの勤務時間を満たし、か

つ、介護職員専従のものについて、１

人として計上。

※法人で常勤扱いの従業員であって

も、２つの事業所を兼務している場合

等には対象事業所のみで勤務時間を

計算するため、場合によっては月によ

って常勤や非常勤が変動する従業員

も出てくるため留意。

※病院等のみなし事業所については、

病院等(みなし先)と兼務している従

業員については、②には含められな

い。

「介護福祉士」の行に

は、介護職員として勤

務している介護福祉

士の人数や勤務延時

間数を記載。

「介護職員」の行に

は、介護職員として勤

務している人数や勤

務延時間数を記載。

※介護福祉士の行に

記入する従業員につ

いても含める。

各事業所で定められている常

勤職員が勤務すべき一月当た

りの時間を記載。
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※介護職員に占める介護福祉士の割合ではなく、サービスを直接提供する職員

に占める勤続年数７年以上（３年以上）の者の割合で算定要件を満たす場合も

同様の考え方になります。

なお、この場合、介護職員の行が「サービスを直接提供する職員」に、介護

福祉士の行が「勤続年数７年以上（３年以上）の者」になります。
※算定上必要な介護福祉士の割合又は勤続年数等は、算定区分及びサービスに
より異なる場合がありますので、算定要件の確認をお願いいたします。

２．よくある質問

Ｑ１．サービスを直接提供する職員とは何か。

Ａ１．理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員として
勤務を行う職員。
なお、１時間以上２時間未満の（介護予防）通所リハビリテーションを
算定する場合であって、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師がリ
ハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含む。

Ｑ２．勤務延時間数の計算をする際に休憩時間は含めるのか。

Ａ２．１日を通してサービス提供を実施する事業所においては、休憩時間(※)
を含めることが可能。
※休憩時間については、労働基準法において、最低限確保すべきとされ
ている程度の休憩時間。

Ｑ３．勤続年数の計算方法はどのように考えるか。

Ａ３．勤続年数については、算定事業所における勤続年数に加え、同一法人等
の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサ
ービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることが
できる。
なお、勤続年数は、各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。

新規算定時及び算定区分変更時については、変更届等と併せて根拠書類とな

る前年度１年分（３月を除く。新規・再開等前年度実績が６月に満たない場合

は、前３月。）の勤務実績表の提出が必要となります。その際、どの職員が勤続

年数を満たしているのかや介護福祉士の資格を保持しているのか分かるよう勤

務実績等に明記の上、ご提出をお願いいたします。
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⑥ 資格者証及び秘密保持の取扱いについて

雇用時や資格者証の保管時等における留意点を以下にまとめましたので、ご

確認のほどよろしくお願いいたします。

（１）資格者証の保管等について

資格を証明する書類（以下「資格者証等」という。）の写しを添付提出する場

合（又は過去に資格者証等の写しを提出している場合）の取扱いについては、

これまでの集団指導においても周知いたしているところではありますが、指定

（更新）申請書、指定事項等変更届等（以下、「申請書等」という。）の提出に

伴い、資格者証等の写しを添付提出する場合や、運営指導等で提示をする際、

その資格者証等の写しに記載されている氏名が、婚姻等により、勤務形態一覧

（勤務表）等の提出書類等に記載されている氏名と異なる場合がある事例が散

見されることから、今一度取扱いについてご確認をお願いいたします。

以下のとおりご対応いただきますようお願いいたします。

①事業者において氏名が変更された資格者証等の写しを保管している場合は、

その写しを添付提出（提示）してください。

②事業者において氏名が変更された資格者証等の写しを保管していない場合

は、事業者において資格者証等記載の氏名の者が当該従業者と同一人物であ

ることを証する旨を資格者証等の写しに裏書きする又はその旨の証明書を添

付提出（提示）してください（次頁参照）。

※同一人物であることを証明する公的書類の写しの提出（提示）は不要です。

③②の場合において、申請書等提出後に、事業者において氏名が変更された資

格者証等の写しを収受した場合は、その写しを追加提出してください。

※資格によっては、氏名が変更となった場合に、資格者証等の氏名の変更手

続きを行う必要があります。

④介護支援専門員の場合は、①～③の取扱いによらず、必ず、氏名が変更され

た介護支援専門員証の写しを提出（提示）してください。

※介護支援専門員証の氏名変更手続中の場合は、申請書等提出時にその旨を

申し出た上で、写し収受後速やかに追加提出してください。

なお、運営指導等において提示を求められた際にも対応できるよう保管を

お願いいたします。
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資格者証等の写し記載の氏名と提出書類記載の氏名が異なる場合の取扱いフロー

同一人物であることを証する裏書又は証明書（記載例）

※証明書

下関市長　様

社会福祉法人　○○会

理事長　○○　○○　 印

以下の者はそれぞれ同一人物に相違ありません。

社会福祉法人　○○会

理事長　○○　○○　 印

2 唐戸　花子 南部　花子

現在の氏名

1 下関　太郎 関門　太郎

○○資格証明書記載の氏名

 下関太郎は関門太郎と同一人物に相違ありません。

○
○
資
格
証
明
書

下
関
　
太
郎
　
殿

○
○
○
○
○
○
○
○
。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○

（表）

（裏）

※裏書

○
○
　
○
○

○
○
○
○

資格者証等の写しの

裏面に記入押印。
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（２）認知症介護基礎研修の受講義務について（（介護予防）通所リハビリテーションのみ）

令和６年度より、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有

さない者について、認知症介護基礎研修の受講が義務付けされています。※１

介護サービス事業者※２は、医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対

し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じる必要があります

ので、遺漏なくご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、保有している資格が認知症介護基礎研修の受講義務の対象外となるか

不明な場合には、一度ご確認いただきますようお願いいたします。

〈受講義務の対象外となる資格〉（山口県かいごへるぷやまぐちより）

※１ 新規採用･中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者に対しては、採用後１年以内に認知症

介護基礎研修を受講させることとする。

※２ 訪問系サービス（訪問入浴介助を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く。

（３）秘密保持について

運営指導実施時等において、秘密保持に関する誓約書が徴取されていない事

例が散見されます。

法人の代表者や医師等であっても、介護サービスを提供する従業者として勤

務する場合には秘密保持に関する誓約書の徴取が必要となりますので、ご留意

いただきますようお願いいたします。

なお、法人の代表者については、法人の代表者に対し従業者として誓約するこ

ととなりますので、併せてご留意いただきますようお願いいたします。

※柔道整復師、歯科衛生士、福祉用具専門相談員についても受講が免除となる資格

医療
・医師　　　　　・歯科医師　　　　・薬剤師
・看護師　　　　・准看護師　　　　　

福祉

・介護福祉士　　　・社会福祉士　　　・精神保健福祉士
・理学療法士　　　・作業療法士　　　・言語聴覚士
・介護支援専門員　・実務者研修修了者　
・介護支援専門員　　　　　・生活援助従事者研修修了者
・介護職員初任者研修修了者
・訪問介護員養成研修（一級課程、二級課程）修了者
・認知症介護実践者等養成研修（実践者研修、リーダー研　
　修、指導者研修）修了者
・管理栄養士　　　　　・栄養士
・あん摩マッサージ師　・はり師　・きゅう師　等
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⑦ その他

（１）訪問時の駐車場について

利用者宅へ訪問する際に使用される車両については、これまでの集団指導に

おいても周知をいたしておりますが、車両の使用状況等については定期的に確

認をお願いいたします。なお、駐車料金については、以下①・②のとおり取り

扱っております。

①利用者宅が通常の事業の実施地域内の場合 ⇒ 事業所負担

② 〃 実施地域外 〃 ⇒ 利用者負担※

※事前に文書により説明し、同意を得る必要があります。

上記①において、利用者が所有している又は別の利用目的のために借りてい

る駐車場を利用することは差し支えありませんが、利用者が訪問サービスを受

けるために駐車場の賃貸借契約を交わすことは適切ではありません。事業所に

おいて該当事例がないかご確認の上、適切に対応してください。
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⑧ 都市計画課からのお知らせ

都市再生特別措置法による「下関市立地適正化計画」が令和７年６月に改定

され、それに基づく事前届出制度も変更されました。

介護保険サービスにおいては、下記のサービスに係る施設を移転又は新規開

設する場合に事前に届出が必要となる場合がございます。次頁からの資料を参

考に、事前に都市計画課への相談をお願いいたします。

１．通所介護

２．（介護予防）通所リハビリテーション

３．地域密着型通所介護

４．（介護予防）認知症対応型通所介護

５．（介護予防）小規模多機能型居宅介護

６．看護小規模多機能型居宅介護

７．第一号通所事業

〇届出に関する詳しいお問合せ先

下関市都市整備部都市計画課（計画係）

下関市ホームページ「下関市立地適正化計画」で検索
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